
 

 

小型家電リサイクル法の本格施行に向けた取組について 
 

平成２５年７月 
 

１ 小型家電リサイクル法（※）の対象品目 

（※）正式名称：使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 

        平成２４年８月公布、平成２５年４月施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国で１年間に発生する使用済みの小型家電は６５万トン。 

そのうち、金や銅などの有用金属は２８万トン（金額換算すると

８４４億円）と推計。（いわゆる「都市鉱山」） 

・一般家庭で使用される電

気や電池で動く家電製品

が広く対象 

・左記のほか、電子レンジ

や掃除機など、１００品

目以上の小型家電が対象 

・テレビ、エアコン、冷蔵

庫・冷凍庫、洗濯機・乾

燥機の４品目は「家電リ

サイクル法」の対象品目 

回収及びリサイクルの仕組み 



 

 

２ 市町村の本制度への参加意向 

○ 使用済小型家電の収集に主な役割を持つ市町村に対して、この制度

に参加して使用済小型家電の収集を行う意向かどうかアンケート調査

を実施し、結果を６月２８日に公表。 

○ ７５％の市町村が参加に積極的な意向で、平成２４年１１月の調査

時（３４％）から大幅増。 

 実施中 
実施に向け
て調整中 

どちらかというと
実施方針 

どちらかというと
実施しない方針 

実施しない 

今回調査 
３４３ ２９３ ６６９ ３３１ １０６ 

（２０％） （１７％） （３８％） （１９％） （６％） 

H24.11調査 

（実施予定あり）       

１８５ 
３９０ ５１５ ５９０ 

（１１％） （２３％） （３０％） （３５％） 

 

３ リサイクル事業者の認定 

○ 小型家電リサイクル法に基づき、市町村等から小型家電を引き取り、

有用金属の再資源化を実施するリサイクル事業者について、６月２８

日に、環境大臣及び経済産業大臣により１４社を第１次認定し、公表。 

 

 

 

認定された事業者が 

表示できるマーク 

事業者の認定制度 

・再資源化のための事業を行おうとする者は、

再資源化事業の実施に関する計画を作成し、

主務大臣の認定を受けることが出来る。 

・再資源化事業計画の認定を受けた者又はその

委託を受けた者が使用済小型電子機器等の再

資源化に必要な行為を行うときは、市町村長

等の廃棄物処理業の許可を不要とする。 

・収集を行おうとする区域内の市町村から分別

して収集した使用済小型電子機器等の引取り

を求められたときは、正当な理由がある場合

を除き引き取らなければならない。 


